
○
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
三
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
、
第
六
十
六
条
第
一
項
、
第

百
三
条
第
一
項
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
学
校
保
健
法
」
を
「
学
校
保
健
安
全
法
」
に
、
「
第
十
六
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
、
第
四
十
四
条
の
二
及
び
第
四
十
六
条
」
を
「
及
び
第
四
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
学
校
保
健
法
第
四
条
又
は
第
六
条
」
を
「
学
校
保
健
安
全
法
第
十
一
条
又
は
第
十
三
条
」
に

改
め
る
。

第
四
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条

削
除



第
五
百
五
十
二
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

墜
落
の
危
険
の
あ
る
箇
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
（
丈
夫
な
構
造
の
設
備
で
あ
つ
て
、
た
わ
み
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

な
く
、
か
つ
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
上
や
む
を
得

な
い
場
合
は
、
必
要
な
部
分
を
限
つ
て
臨
時
に
こ
れ
を
取
り
は
ず
す
こ
と
が
で
き
る
。

イ

高
さ
八
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
手
す
り

ロ

高
さ
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
さ
ん
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る

設
備
（
以
下
「
中
さ
ん
等
」
と
い
う
。
）

第
五
百
六
十
三
条
第
一
項
中
「
除
く
。
」
の
下
に
「
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

三

墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
わ
く
組
足
場
（
妻
面
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
イ
又
は
ロ
、
わ
く
組
足
場
以
外
の
足
場
に
あ
つ
て
は
ハ
に
掲
げ
る
設
備
（
丈
夫

な
構
造
の
設
備
で
あ
つ
て
、
た
わ
み
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
な
い
も
の
に

限
る
。
）
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
の
性
質
上
こ
れ
ら
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業



の
必
要
上
臨
時
に
こ
れ
ら
の
設
備
を
取
り
は
ず
す
場
合
に
お
い
て
、
防
網
を
張
り
、
労
働
者
に
安
全
帯
を
使
用
さ
せ
る
等

墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

交
さ
筋
か
い
及
び
高
さ
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
さ
ん
若
し
く
は
高
さ
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
木
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備

ロ

手
す
り
わ
く

ハ

高
さ
八
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
手
す
り
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
（
以
下
「
手
す
り
等

」
と
い
う
。
）
及
び
中
さ
ん
等

第
五
百
六
十
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
高
さ
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
幅
木
、
メ
ッ
シ
ュ
シ
ー
ト
若
し
く
は
防
網
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
（
以
下
「
幅

木
等
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
設
け
た
設
備
が
幅
木
等
と
同
等
以
上
の
機
能

を
有
す
る
場
合
又
は
作
業
の
性
質
上
幅
木
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
若
し
く
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
幅

木
等
を
取
り
は
ず
す
場
合
に
お
い
て
、
立
入
区
域
を
設
定
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



第
五
百
六
十
七
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
手
す
り
等
」
を
「
第
五
百
六
十
三
条
第
一
項
第

三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
」
に
改
め
、
同
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

幅
木
等
の
取
付
状
態
及
び
取
り
は
ず
し
の
有
無

第
五
百
六
十
七
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

事
業
者
は
、
足
場
（
つ
り
足
場
を
除
く
。
）
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
作
業

を
行
う
箇
所
に
設
け
た
第
五
百
六
十
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
の
取
り
は
ず
し
及
び
脱
落
の
有
無

に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
六
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

事
業
者
は
、
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
足
場
を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る

ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
点
検
の
結
果

二

前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容



第
五
百
六
十
八
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、
「
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
八
号
」
を
「
前
条

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
五
百
七
十
五
条
の
六
第
四
号
中
「
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
す
り
等
」
を
「
手
す
り
等
及
び
中
さ
ん
等
（
そ
れ
ぞ

れ
丈
夫
な
構
造
の
設
備
で
あ
つ
て
、
た
わ
み
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
な
い
も
の

に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
「
性
質
上
手
す
り
等
」
の
下
に
「
及
び
中
さ
ん
等
」
を
、
「
臨
時
に
手
す
り
等
」
の
下
に
「
又
は
中

さ
ん
等
」
を
加
え
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
る
。

第
五
百
七
十
五
条
の
八
第
七
号
中
「
手
す
り
等
」
の
下
に
「
及
び
中
さ
ん
等
」
を
加
え
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条

に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

事
業
者
は
、
作
業
構
台
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
作
業
を
行
う
箇
所
に
設
け

た
手
す
り
等
及
び
中
さ
ん
等
の
取
り
は
ず
し
及
び
脱
落
の
有
無
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
百
七
十
五
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

事
業
者
は
、
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
作
業
構
台
を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了



す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
点
検
の
結
果

二

前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容

第
六
百
五
十
五
条
第
二
号
ニ
中
「
手
す
り
の
」
を
「
第
五
百
六
十
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
の
取

り
は
ず
し
及
び
」
に
改
め
、
同
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ホ
か
ら
ト
ま
で
を
一
つ
ず
つ
繰
り
下
げ
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

幅
木
等
の
取
付
状
態
及
び
取
り
は
ず
し
の
有
無

第
六
百
五
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

注
文
者
は
、
前
項
第
二
号
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
足
場
を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終

了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
点
検
の
結
果

二

前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
修
理
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容

第
六
百
五
十
五
条
の
二
第
二
号
ト
中
「
手
す
り
等
」
の
下
に
「
及
び
中
さ
ん
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

注
文
者
は
、
前
項
第
二
号
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
作
業
構
台
を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事



が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
点
検
の
結
果

二

前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
修
理
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容

様
式
第
五
号

（
裏
面
）
中
「

4
6

4
8

」
を
「

4
7

4
8

」
に
改
め
る
。

若
し

く
は

第
条

か
ら

第
条

ま
で

第
条

若
し

く
は

第
条

（２）
、

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
第

一
号
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
六
条
及
び
様
式
第
五
号

（
裏
面
）
の
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
年
四
月
一

（２）

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の



利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
項
中
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」

「

第
三
百
九
十
九
条

「

を
「
第
二
十
三
条
第
四
項
」
に
、

第
三
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

を

第
五
百
六
十
七
条

」

第
五
百
七
十
五
条

「

の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

第
五
百
九
十
条
第
二
項
（
第
五
百
九
十
一
条
第
二
項
、
第
五

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

に
、

第
六
百
三
条
第
二
項
、
第
六
百
七
条
第
二
項
及
び
第
六
百
十

の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

」

「

第
五
百
九
十
条
第
二
項
（
第
五
百
九
十
一
条
第
二
項
（
第
六
百
七
条
第
二
項
に
お

百
九
十
二
条
第
二
項
、

を
含
む
。
）
、
第
五
百
九
十
二
条
第
二
項
、
第
六
百
三
条
第
二
項
及
び
第
六
百
十

二
条
第
二
項
に
お
い
て

を

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存



第
六
百
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

」

第
六
百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
保
存

い
て
準
用
す
る
場
合

二
条
第
二
項
に
お
い

に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
二
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
項
中
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
四
項
」
に
、

第
三
百
九
十

「

「

第
三
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
記
録

第
五
百

九
条
の
規
定
に
よ
る
記
録

を

第
五
百
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
記
録

に
、

第
六
百

」

第
五
百
七
十
五
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
記
録

準
用
す

」

「

第
五
百
九
十
条
第
二
項
（
第

九
十
条
第
二
項
（
第
五
百
九
十
一
条
第
二
項
、
第
五
百
九
十
二
条
第
二
項
、

を
含
む
。
）
、
第
五
百
九
十



三
条
第
二
項
、
第
六
百
七
条
第
二
項
及
び
第
六
百
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

を

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録

第
六
百
五
十
五
条
第
二
項
の

」

第
六
百
五
十
五
条
の
二
第
二

五
百
九
十
一
条
第
二
項
（
第
六
百
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

二
条
第
二
項
、
第
六
百
三
条
第
二
項
及
び
第
六
百
十
二
条
第
二
項
に
お
い

に
改
め
る
。

）
の
規
定
に
よ
る
記
録

規
定
に
よ
る
記
録

項
の
規
定
に
よ
る
記
録

」


